
電気用品安全法の解釈 － 対象非対象関係

平成２０年１２月５日 製品安全課

商品名等

（電気用品名等）

ヒーティングチューブ

１ 当該商品等の概要

○用途、機能、性能

本製品は、架橋ポリエチレンチューブの中に発熱線と水又は不凍液を封入したヒ

ーティングチューブである。

用途としては、床下又はコンクリート内へ埋設施工（暖房面積に応じて複数を引

き回して施工。）による床暖房、岩盤浴、ロードヒーティング、屋根の融雪及び氷

柱防止等である。

○構造、仕様、意匠

セット販売する温度調節用コントローラーと組合わせて使用するものである。

定 格：１００Ｖタイプ及び２００Ｖタイプ、消費電力は各種あり

床暖房仕様：１０φ用４４０Ｗ（１坪タイプ）～１.７６ｋＷ（４坪タイプ）

１５φ用３００Ｗ（１坪タイプ）～１.８ｋＷ（６坪タイプ）

融雪、氷柱等仕様：３０Ｗ及び４０Ｗ

○主な使用者、販売先

建設事業者、冷暖房事業者等

２ 対象・非対象の解釈

特定電気用品中、電熱器具の「その他の凍結又は凝結防止用電熱器具」として取

り扱う。

（理由）

本製品は、「その他の採暖用電熱器具」及び「その他の凍結又は凝結防止用電熱

器具」等に用いる多用途製品であり、氷柱防止にも用いることから、「その他の凍

結又は凝結防止用電熱器具」として取り扱うことが妥当と判断する。

なお、技術基準の適合性については、各用途の技術基準を遵守する必要がある。


